
京 都 大 学 本 部 事 務 決 裁 等 規 程 新 旧 対 照 表 

改   正   前 改   正   後 

（前 略） 

 

 

 

 

別表第１（第２条関係） （略） 

 

別表第２（第３条第２項関係） 

事項 決裁者 

京都大学本部事務分掌規程（平成

１８年８月３０日総長裁定。以下

「分掌規程」という。）第２条（第

７号、第９号及び第１０号を除

く。）、第４条及び第５条（第２

号、第３号及び第５号から第７号

までを除く。）に定める事項 

総務・労務・人事担

当の理事 

（略） 

分掌規程第７条（第１号、第４号

及び第５号に限る。）、第８条（第

１０号及び第１１号に限る。）及

び第９条に定める事項並びに男女

共同参画に関する事項 

 

 

男女共同参画・国

際・広報担当の理事 

（略） 

分掌規程第２条（第７号、第９号

及び第１０号に限る。）、第３条、

第５条（第２号及び第５号から第

７号までに限る。）及び第２０条

第４号に定める事項 

 

法務・コンプライア

ンス担当の副学長 

（略） 

分掌規程第５条第３号に定める事

項 

総務・労務・人事担

当の理事又は法務・

コンプライアンス担

当の副学長 

分掌規程第１０条第１号から第５

号まで及び第７号に定める事項 

男女共同参画・国

際・広報担当の理事

又は研究・企画・病

院担当の理事 

分掌規程第１０条（第６号及び第

８号から第１０号までに限る。）

に定める事項 

男女共同参画・国

際・広報担当の理事、

学生・図書館担当の

理事又は研究・企

画・病院担当の理事 

分掌規程第２４条に定める事項 男女共同参画・国

際・広報担当の理事

 

附 則 

 この規程は、平成２９年５月２４日から施行し、

平成２９年４月１日から適用する。 

 

別表第１（第２条関係） （同 左） 

 

別表第２（第３条第２項関係） 

事項 決裁者 

京都大学本部事務分掌規程（平成

１８年８月３０日総長裁定。以下

「分掌規程」という。）第２条（第

７号、第１０号及び第１１号を除

く。）、第５条（第５号から第７

号まで及び第２２号を除く。）に

定める事項 

総務・労務・人事担

当の理事 

（同 左） 

分掌規程第４条、第５条第２２号、

第７条（第１号、第４号及び第５

号に限る。）、第８条（第１０号

及び第１１号に限る。）及び第１

０条（第３号、第６号及び第８号

から第１０号までを除く。）に定

める事項 

男女共同参画・国

際・広報担当の理事 

（同 左） 

分掌規程第２条（第７号、第１０

号及び第１１号に限る。）、第３

条、第５条（第５号から第７号ま

でに限る。）、第２０条第４号及

び第２８条（第２号を除く。）に

定める事項 

法務・コンプライア

ンス担当の副学長 

（同 左） 

  

分掌規程第１０条第３号に定める

事項 

 

 

男女共同参画・国

際・広報担当の理事

又は研究・企画・病

院担当の理事 

  

 

 

 

 

分掌規程第１０条（第６号及び第

８号から第１０号までに限る。）

男女共同参画・国

際・広報担当の理事



改   正   前 改   正   後 

又は学生・図書館担

当の理事 

（略） 

 

別表第３（第４条関係） （略） 

及び第２４条に定める事項 又は学生・図書館担

当の理事 

（同 左） 

 

別表第３（第４条関係） （同 左） 

 


